
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

★家畜排せつ物の記録は、参考様式があり 

 ますので、御活用ください。 

★記録は、次回まで保存していただくよう 

 お願いします。 

 

 

                  

令和６年１月発行 No.５-１９（全畜種） 

埼玉県川越家畜保健衛生所 
電 話：049-225-4141 

F A X：049-226-9653 

緊急携帯 09０-7191-3473 

E ﾒ ｰ ﾙ：H Ur254141@pref.saitama.lg.jpU    （（（（  

（夜間、土日祝日は緊急携帯に転送） 家畜衛生だより 

「家畜排せつ物法」の管理基準について 

 家畜排せつ物の処理等については、「家畜排せつ物の適正化及

び利用の促進に関する法律（家畜排せつ物法）」に基づき、遵守す

べき基準（管理基準）が定められています。 

１ 管理施設に関する基準 

 ・ふんなど、固形状の家畜排せつ物を管理する施設は、 

  ① 床をコンクリートなどの不浸透性材料で築造すること。 

  ② 適当な覆い及び側壁を設けること。 

 ・液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した 

  貯留槽とすること。 
 

２ 管理方法に関する基準 

  ① 家畜排せつ物は管理施設で管理する。 

  ② 管理施設の定期的な点検を行う。 

  ③ 管理施設の床、側壁等に破損があるときは、すぐに修繕する。 

  ④ 家畜排せつ物の年間発生量、処理方法等について記録する。 

管理基準の概要 

 牛・馬      １０頭以上 

 豚       １００頭以上 

 鶏     ２，０００羽以上 

管理基準の対象飼養規模 
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